
重量選別機を「取引又は証明」にお使いのお客様へ
または、ご使用をご検討のお客様へ

計量制度の見直しにより、重量選別機を取引又は証明に使用する場合、検定の受検が必要となる旨ご案内して

おりますが、この度の改正で検定制度導入につきまして変更がありました。

・検定の義務化日程を２年延期とする。

・自動捕捉式はかりにおいて、ひょう量が５ｋｇを超えるものについて検定対象外とする。

日程および検定対象機が変わることになりますので、ご計画されるお客様におかれましてはご注意ください。

計量法令の改正により、2017年10月1日から計量法による特定計量器（検定等の対象となるもの）に追加されています。

取引又は証明に使用する場合は、検定を受ける必要があります。

検定義務化日程、検定対象の範囲が変更されました
※2021年８月１日施行

検定の義務化はいつになったか？1
検定義務化の開始は、「新たに使用するはかり」が２０２２年４月１日から２０２４年４月１日に、「すでに使

用されているはかり」が２０２５年４月１日から２０２７年４月１日に変更となりました。

一部の重量選別機が検定対象外となります2

２０２４年４月 ２０27年４月

新設する場合や新たに取引又は証明に使用する場合は
型式承認機で検定に合格してから使用可能

２０２７年３月までに検定合格

義務化開始

検定に
合格してから
使用可能

新たに使用する
はかり

（型式承認機）

すでに使用されている
はかり

※「すでに使用されているはかり」の場合は、初回検定時に“確認済証”が付されます。
※型式承認機は取引又は証明に使用する時期によらず「新たに使用するはかり」として検定を受けます。

ひょう量が５ｋｇ超えの重量選別機は、検定の対象外となりました。弊社の重量選別機についても該当

する機種がございますのでご確認ください。 ※特定計量器であることは変わりません。
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